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中国商標局のデータベース（中国商標網）による 

商標検索マニュアル 
201４年８月 

JETRO 北京 

 

 中国における商標出願・登録状況の簡便な調査手段として、中国商標局が提供する

データベースである「中国商標網」があります1。ここでは、「中国商標網」による検索

手段のうち、商標番号（出願・登録）・商標名称・申請人名称による総合検索手段をご

紹介します。  

 

１． 中国国家工商行政管理総局のホームページ（http://www.saic.gov.cn/）にアクセス

し、商标查询をクリックします。 

 

         
 
 
２． 我接受をクリックします。 

「この情報は参考データとしての提供であり、国家工商行政管理総局商標局は調査結

果について法的責任は負わない」という声明文に対して、「私はこの免責声明を受け入

れます」という意味です。 

 

         

                                                   
1 このデータベースは、２０１４年６月に変更がなされ、現在、試行運用されております。試行段階ですの

で、今後、さらに変更がなされるものと思われます。その点につきご留意ください。 

http://www.saic.gov.cn/
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３． 商标综合查询の矢印部分をクリックします。 

 

 

      
 

 

４． 商標検索入力画面に必要事項を入力し、查询をクリックします。 

※重填は、入力条件をクリアするという意味です。 
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＜商標検索入力画面の説明＞ 

 

国际分类号 

対象商品に関連する指定商品・役務番号（国際分類番号）を半角数字で入力します。 

 

注册号／申请号 

出願番号または登録番号を半角数字で入力します。 

 

商标名称 

検索したい商標を簡体字、半角アルファベットまたは半角数字で入力します。 

前包含／精确／包含の検索オプションを設定することが可能です。 

前包含 ：入力条件を前方に含む商標を検索します。 

精确 ：入力条件と同一の商標を検索します。 

包含 ：入力条件を含む商標を検索します。 

 

申请人名称（中文） 

検索したい申請人名称を簡体字で入力します。 

前包含／精确／包含の検索オプションを設定することが可能です。 

 

申请人名称（英文） 

検索したい申請人名称を半角アルファベットで入力します。 

前包含／精确／包含の検索オプションを設定することが可能です。 

 

 

＜商標検索時の注意事項＞ 

 

・図形からは検索できません。また、ひらがな、カタカナまたは簡体字以外の常用漢字（例：

「东京」ではなく「東京」）については、データベース上で図形商標として認識されてい

るため、テキストによる検索はできません。 

 

・検索したい商標名称がひらがな、カタカナまたは簡体字以外の常用漢字を含む場合、同

様の読み方である簡体字や半角アルファベットでの検索を試されることをお勧めします。 

 

・都道府県名・政令指定都市名以外の地名についても検索することをお勧めします。 

 

・指定商品または役務の範囲は、ビジネスで使用することを想定しているものよりも広い

範囲で検索されることをお勧めします。例えば、「婦人服」を主な指定商品と想定してい

るケースにおいて、女性ファッションに関する商品は、衣服、アクセサリー、靴、帽子、

ベルト、眼鏡、ハンカチ、化粧品、文房具等のように、もともとの想定商品よりも、消費

者の誤認・混同を招く範囲は広いので、その範囲での商標検索を行うことが望まれます。 
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５． 検索結果が一覧で表示されますので、詳細情報を表示したい商標をクリックします。 

※ここでは、例示として、商標名称「ABCDEFG」を前包含で検索した場合の検索結

果を表示しています。検索結果が多い場合には、複数ページに渡って検索結果が表示

されます。この検索結果一覧を印刷したい場合、打印をクリックします。 

 

 
 

６． 選択した商標が別ウィンドウで表示されます。「注册号／申请号」または「商标名称」

をクリックします。 

 

   
 

７． 認証番号の入力ウィンドウが表示されます。選択した商標をクリックすると、認証番

号の入力ウィンドウが表示されます。表示された 4 桁のアルファベットや数字を入力

してから、确定をクリックします。 
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８． 選択した商標の詳細情報が表示されます。この情報を印刷したい場合、打印をクリッ

クします。 
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＜商標詳細情報画面の説明＞ 

 

注册号／申请号 

出願番号または登録番号が表示されます。 

 

国际分类号 

指定商品・役務番号（国際分類番号）が表示されます。 

 

申请日期 

出願日が表示されます。 

 

颜色组合 

色彩の組み合わせ商標、使用の色彩を指定した商標の場合、「是」と表示されます。 

 
申请人名称（中文／英文） 

出願人名称が中国語／英語で表示されます。 

 

申请人地址（中文／英文） 

出願人住所が中国語／英語で表示されます。 

 

商标图像 

商標が表示されます。 

 

商品／服务列表 

指定商品・役務の内容が表示されます。 

 

类似群 

商標局の「類似商品及び役務の区分表」に従った類似群コードが表示されます。 

 

代理组织名称 

代理組織の名称が表示されます。 

 

初审公告期号 

初期査定公告番号が表示されます。 

 

初审公告日期 

初期査定公告日が表示されます。当該公告日から 3 カ月以内は、下記を根拠に異議申立

が可能です。 

 

注册公告期号 

登録公告番号が表示されます。 

 

注册公告日期 

登録公告日（権利期間の開始日）が表示されます。 

 

专用期限 

商標権の期間が表示されます。当該表示がされている場合、基本的には、既に登録され

ていると考えられます。取消採決の申立は、原則として、登録公告日から 5 年間と規定さ

れています。（商標法第 41 条 2 項） 

 

http://cjjc.weblio.jp/content/%E7%BB%84%E5%90%88
http://cjjc.weblio.jp/content/%E7%BB%84%E7%BB%87
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后期指定日期 

「商標の国際登録に関するマドリッド協定についての議定書」（マドリッド議定書）に基

づく、「事後指定の日」が表示されます。 

 

优先权日期 

優先権を有する場合、優先日が表示されます。優先権を有しない場合、「无」と表示され

ます。 

 

国际注册日期 

「商標の国際登録に関するマドリッド協定」（マドリッド協定）、「商標の国際登録に関す

るマドリッド協定についての議定書」（マドリッド議定書）及び「商標の国際登録に関す

るマドリッド議定書・共通規則及び実施細則」（共同実施細則）による商標の国際登録出

願日が表示される。 

 

商标类型 

商標の類型として、「证明商标」（証明商標）、「集体商标」（団体商標）、「一般商标」（証

明、団体商標以外の商標）が表示されます。2 

 

点击查看查询商品详细信息 

クリックすると、指定商品・役務の内容、商標局の「類似商品及び役務の区分表」に従

った類似群コードが表示されます。 

 

是否共有商标 

共同出願がされた場合、「是」と表示されます。共同出願に該当しない場合、「否」と表

示されます。 

 

商标流程 

商標プロセスが表示されます。用語の解説は以下のとおりです。なお、下記のうち、一

部の手続について、「中」の文字が付記されている場合には、その手続きが係属中であるこ

と（例えば、「商標注冊申請中」と記載されている場合には、商標登録出願中である。）を、

また、「完成」の文字が付記されている場合には、その手続が完了していること（例えば、

「商標注冊申請完成」と記載されている場合には、商標登録済みである。）を示しています。 

用語 解説 

商標注冊申請 商標登録の出願 

出具商标注册证明 商標登録証明書発行 

期满未续展 期間満了後の継続なし（更新せず）  

续展 更新 

变更商标申请人/注册人名义/地址 「出願人」又は「商標権者名義」又は「住所」の変更 

转让 登録商標の譲渡 

补注册证 登録証明書の再発行 

补变转续证明 変更、譲渡、更新証明書の再発行 

许可合同备案 使用権授権契約の登録 

驳回复审 拒絶不服審判 

异议 異議申立 

争议 無効審判 

注销 商標抹消済み 

                                                   
2 変更前のデータベースでは、証明商標、団体商標以外の商標について、「普通商标」（普通商標）、「立体商

标」（立体商標）、「颜色商标」（色彩商標）など、細かく記載されていましたが、本試行版では「一般商標」

と表示されています。 
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撤销连续三年停止使用注册商标 3 年不使用による登録商標の取消 

撤销注册不当商标 不正商標登録の取消 

商标无效 商標無効 

 

 

＜商標詳細情報に関する注意事項＞ 

商標が出願されてから商標局のデータベースに情報反映されるまでには、数か月を要し

ます。そのため、調査直前に類似商標が出願された場合、類似として検索結果に表示され

ることなく、拒絶査定が出たときに初めてその存在を知る、という恐れもあります。この

ため、調査精度の向上・リスク回避の観点から、商標調査実施後約半年くらい経過してか

ら再度調査することをお勧めします。 

 
 
◆本マニュアルに関するお問い合わせ先 

日本貿易振興機構（JETRO）北京事務所 知的財産権部 

TEL +86-10-6528-2781 

FAX +86-10-6528-2782 

E-Mail PCB@jetro.go.jp 

 
（2014 年８月） 

mailto:PCB@jetro.go.jp

